
 
韮 赤 第 ４ 号 
令和８年５月２６日 

 
地区長 各位 

 
日 本 赤 十 字 社 山 梨 県 支 部 
韮崎市地区長 内 藤 久 夫 

（公印省略） 
 

令和８年度「赤十字会員募集」に対する協力について（依頼） 
 
時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
日本赤十字社山梨県支部では、能登半島地震のような災害発生時の救援活動や災

害に備えた救護訓練、平時における救急法の講習会など、県民の命と健康を守るた

めの活動に取り組んでいます。 
これらの活動は、すべて皆様方から寄せられる会費と、寄付金を財源として成り

立っており、今後発生が予想される南海トラフ地震等の大規模災害への備えなど、

より充実した赤十字活動のため、多くの皆様にご加入いただきたく、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 
つきましては、貴地区におかれましても、会員募集について格別のご理解とご援

助をお願いいたします。 
また、同封の資料につきましては、貴地区の全世帯への回覧及び広報誌の全世帯

配付をお願いいたします。 
 
 

納入期間及び納入場所 
令和８年６月５日（金）～令和８年７月３１日（金） 
韮崎市福祉課障がい福祉担当 
電話２２－１９９２ 
 
 

※ 市役所への納入時に、会費の１割の額を事務費として交付いたします。 
※ 取りまとめていただいた会費は、同封の“赤十字会員募集及び活動資金

へのご協力のお願い”の下段にある“令和８年度 日本赤十字社 会費集計票”

に記入のうえ、納入をお願いいたします。 
（詳しい内容は別紙のとおりです。） 
 
 
 
 
 
 



 

日本赤十字社会員募集について 
１．募集目的  日本赤十字社山梨県支部では、災害発生時の救助活動や平時の救

急法講習会など、県民の命と健康を守るための活動に取り組んでい

ます。 
これらの活動は、皆様からの会費や寄付金によって支えられてお

り、今後予想される南海トラフ地震などの大規模災害への備えを強

化するため、赤十字活動の充実が必要です。 
        皆様の温かいご理解をいただき、会員（会費の納入）となる事に

ご協力願います。 
 
２．募集期間  令和８年６月５日（金）～令和８年７月３１日（金） 
 
３．納入書等の取扱いについて 
   【既加入者】 

 ・既に加入されている会員の方には、住所、氏名、金額が記入され

ている「日本赤十字社会費納入書」をご使用ください。 
納入いただきましたら領収書を交付してください。 

 ・納入金額に変更がある場合は、“変更納入額”欄へ金額を記入し

てください。 
       ・同一世帯で表面の納入者・住所等、内容に変更があった場合は裏

面“連絡票”に記入してください。 
   【新規加入者】 

・新規加入者は「赤十字会員等加入申込書」をご使用ください。 
（申込書が不足する場合は障がい福祉担当まで連絡をお願いし

ます。） 
４．納入方法 

地区での会費募集が終了した時点で、地区ごとに取りまとめ、納入書の

枚数（会員数）、金額を確認し、“赤十字会員募集及び活動資金へのご

協力のお願い”の下段にある“令和８年度 日本赤十字社 会費集計

票”に記入し、切り取り線から切り離してお持ちください。 
 

５．納入期間・場所 令和８年６月５日（金）～令和８年７月３１日（金） 
 福祉課障がい福祉担当 

 
６．お持ちいただくもの 

① 会費 
② 会費集計票 
③ 日本赤十字社会費納入書（既加入会員用、領収書を切り離したもの） 
④ 赤十字会員等加入申込書（新規加入者用、領収書を切り離したもの） 
⑤ 未使用の納入書、申込書  

 

別紙 



 
 

 韮 赤 第 ４ 号 
令和８年５月２６日 

組長 各位 
日 本 赤 十 字 社 山 梨 県 支 部 
韮崎市地区長 内 藤 久 夫 

（公印省略） 
 

令和８年度「赤十字会員募集」に対する協力について（依頼） 
 
時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
日本赤十字社山梨県支部では、能登半島地震のような災害発生時の救援活動や災

害に備えた救護訓練、平時における救急法の講習会など、県民の命と健康を守るた

めの活動に取り組んでいます。 
これらの活動は、すべて皆様方から寄せられる会費と、寄付金を財源として成り

立っており、今後発生が予想される南海トラフ地震等の大規模災害への備えなど、

より充実した赤十字活動のため、多くの皆様にご加入いただきたく、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 
つきましては、貴組におかれましても、会員募集について格別のご理解とご援助

をお願いいたします。 
また、同封の資料につきましては、貴組の全世帯への回覧及び広報誌の全世帯配

付をお願いいたします。 
 

募集方法 
 ・ 既に加入されている会員の方は「日本赤十字社会費納入書」、 

新規加入者は「赤十字会員等加入申込書」で納入をお願いします。 
・納入書または申込書半券の領収書に受領額・日付を記入し、納入者にお渡し

ください。 
・納入金額に変更がある場合は、“変更納入額”欄へ金額を記入してください。 
・同一世帯で表面の納入者・住所等、内容に変更があった場合は裏面“連絡票”

に記入してください。 
 
納入期間及び納入場所 
令和８年６月５日（金）～令和８年７月３１日（金）が市役所への納入期間と

なっておりますので、納入書・加入等申込書、会費を、地区長等へお届けいた

だきますようお願いいたします。 
 

問い合わせ先 
韮崎市福祉課障がい福祉担当  電話２２－１９９２ 
 
 
 
 



 
 

韮 赤 第 ４ 号 
令和８年５月２６日 

 
市民のみなさま 

 
                  日本赤十字社山梨県支部 

韮崎市地区長 内 藤 久 夫 
（公印省略） 

 
令和８年度日本赤十字社会員の募集について（依頼） 

 
時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 平素より、赤十字事業に対しまして、格別なるご理解とご協力をいただき厚く感

謝申し上げます。 
日本赤十字社山梨県支部では、能登半島地震のような災害発生時の救援活動や災

害に備えた救護訓練、平時における救急法の講習会など、県民の命と健康を守るた

めの活動に取り組んでいます。 
これらの活動は、すべて皆様方から寄せられる会費と、寄付金を財源として成り

立っており、今後発生が予想される南海トラフ地震等の大規模災害への備えなど、

より充実した赤十字活動のため、多くの皆様にご加入いただきたく、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 
つきましては、今年度も地元役員の方々が会員募集にお伺いいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 また、赤十字の活動等を掲載しております広報誌を全世帯へ配付いたしますので、

ご一読いただきたく存じます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

回 覧 

日本赤十字社山梨県支部 
甲府市池田１丁目６番１号 
電話：０５５－２５１－６７１１ 
日本赤十字社山梨県支部韮崎市地区 
（韮崎市福祉課障がい福祉担当内） 
韮崎市水神１丁目３番１号 
電話：２２－１９９２ 



 

 

市役所窓口納入時の物品チェックリスト 
 

□ 会費 

□ 会費集計票 

□ 日本赤十字社会費納入書（既加入会員用） 

□ 赤十字会員等加入申込書（新規加入者用） 

□ 未使用の納入書 
（「赤十字会員募集及び活動資金へのご協力のお願い」の裏面に掲載） 

 

 

※ 納入者が地区会計の方の場合は、この用紙と

「赤十字会員募集及び活動資金へのご協力のお

願い」のパンフレットを会計の方にお渡し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

配付物一覧 

 

１．地区長依頼文【１部・地区長分】 

２．組長依頼文 【組数】 

３．地区回覧文 【組数】 

４．広報紙「赤十字やまなし２０２６」 【世帯数】 

５．２０２６年度送付書 【１部・地区長分】 

６．日本赤十字社会費納入書 【各地区既加入者分】 

７．赤十字会員等加入申込書 【新規加入者用・数枚】 

８．赤十字会員募集及び活動資金へのご協力のお願い  

【１部・地区長分】 

９．「市役所窓口納入時の物品チェックリスト」 【１部・地区長分】 

10．広報用リーフレット 【１部・地区長分】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


